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益城町復興計画骨子 

～未来を信じともに歩もう みんなの笑顔のために～ 

 

 

益城町は、一連の地震活動の中で震度７を２度経験するという観測史上例のない大災害

に見舞われ、「かけがえのない尊い命」、「安らぎのあるくらし」、そして「美しいふるさと

の姿」が奪われました。 

現在でも多くの被災者が、不安な生活を余儀なくされている中、町では、生活再建の第

一歩として、道路や上下水道等のインフラの復旧や応急仮設住宅の整備等を進めておりま

す。 

また、本年７月６日に益城町震災復興基本方針を策定し、住民意見交換会や住民アンケ

ート等により、住民の皆様のご意見もお伺いしながら、復旧から復興へと将来を見据えた

取組を進めているところです。 

今後、本町では、第５次益城町総合計画を基本としながら、復興に向けた総合的な計画

として「益城町復興計画」（以下「復興計画」といいます。）を策定していきます。 

今回、復興計画を策定していくにあたっての方向性として、本町が目指す将来像や復興

に向けた取組等を「益城町復興計画骨子」として整理しました。 
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 １章 復興の基本理念 

 本町の復興に向けた基本理念は次のとおりです。この理念に基づき、復興計画を策定し

ます。 

 

○ 住民生活の再建と安定【くらし復興】 

被災者が安心して快適に暮らせる住環境を一日も早く実現するために、住宅再建への支

援や災害公営住宅の建設を行う等、安全・安心な住環境づくりを進めます。 

あわせて、教育環境及び保健・医療・福祉の体制の確保・充実、被災者の心のケア、そ

の他被災者の暮らしに関連する機能の充実に向けた取組等も進めます。 

 

○ 災害に強いまちづくりの推進【復興まちづくり】 

今回の震災の教訓を踏まえ、単に震災前の町の姿を復旧するだけではなく、「住民の命

を守る、災害に強いまち」の実現に向けて、新しい視点でまちづくりの姿を描き、防災上

必要なインフラ整備等を進めます。 

 

○ 産業・経済の再生【産業復興】 

甚大な被害を受けた農業、商業、工業等の各産業が、早期に復旧し、雇用を維持すると

ともに活力を取り戻すための取組を進めます。 

また、熊本都市圏東部の交通の要衝に位置するという地域特性を活かし、産業拠点のま

ちづくりを推進します。 
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 ２章 復興計画策定にあたっての基本的な考え方 

１ 復興計画と総合計画との関係 

 本町の復興計画は、「第５次益城町総合計画」を基本としながら、今回の震災によって新

たに発生した課題や改めて見直すべき課題を踏まえ、本町が魅力的で活力があり発展する

まちに向かっていくための計画とします。 

 また、平成３３年度からの次期総合計画は、本復興計画との整合を図りながら、社会環

境や経済情勢等、本町を取り巻く状況の変化に対応した計画とします。 

 

 

２ 復興の主体 

住民が主体となり、町・議会、国・県、大学、民間（企業、ＮＰＯ、団体等）と協働

で復興を図ります。 

また、協働による復興のまちづくりのため、地域住民組織（まちづくり協議会）を構

築していきます。 

 

３ 復興の推進体制 

 復興の推進にあたっては、「自助・共助・公助」の概念を原則として掲げます。 

 

 

基本構想

前期
基本計画

（H23～H27）

後期
基本計画

（H28～H32）

＋α

今回新たに扱う部分

益城町復興計画

復興計画＝第５次益城町総合計画＋α

第５次益城町総合計画

今回、総合計画を見直す部分

自助
自分自身や家族を支えること、
「支援される人」ではなく「支援する人」になること

共助
地域コミュニティや民間のつながりの力で、
互いに支え合うこと

公助
町や国・県による「救助」や「支援」のこと

自分自身・家族

自ら支える

自助

町、国・県

町や国・県が
支援する

公助
地域コミュニティ、
民間

互いに支え合う

共助
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この概念に基づき、それぞれが以下のような役割を担いながら、本町の復興を推進して

いきます。 

住民  ：復興の主体として、周囲の人や地域とともに、復興に向けた取組を進める 

町・議会：復興に向けた取組を主導しつつ、住民の取組を積極的に支援する 

国・県 ：住民や町の取組に対して、広い範囲からの支援を行う  

大学  ：現地での支援、研究を行いながら、住民と町とをつなぐ役割を果たす 

民間  ：それぞれの経験や知見・ノウハウを活かして、住民や町の取組を支援する 

 

 なお、復興計画の進捗状況や成果については互いに共有し合い、着実に復旧・復興を図

っていきます。 

 

４ 対象地域 

被害が町全域に及んでおり、復興に向けた取組を町全体として進めることが必要とな

るため、対象地域は町内全域とします。 

 

５ 国・県への要請 

復旧・復興を着実に推進するために、必要な事業の実施や財政措置、さらには特別立

法の制定等について、国・県に対し要請していきます。 

 

６ 計画期間 

復旧・復興を実現するまでの期間（以下、「計画期間」といいます。）は１０年間とし

ます。 

この計画期間（１０年）を、復旧期（３年）、再生期（４年）、発展期（３年）の３期

に分けて、それぞれの期間ごとに復旧・復興の目標を設定し、取り組んでいきます。 

 

 ・復旧期 平成２８年度から平成３０年度まで 

生活や産業の再開に不可欠な住宅、生活基盤、インフラ等の復旧に加え、再

生・発展に向けた準備を進める期間とします。 

・再生期 平成３１年度から平成３４年度まで 

復旧されたインフラと住民の力を基に、震災前の活力を回復し、地域の価値

を高める期間とします。 

 ・発展期 平成３５年度から平成３７年度まで 

被災地が新たな魅力と活力ある地域として生まれ変わり、発展していく期間

とします。 
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 ３章 益城町が目指す復興将来像 

本町は、第５次総合計画において、「水とみどり豊かで人安らぐ『夢・創造』のまち」

というまちの将来像を掲げています。しかし、震災により、「安らぎのあるくらし」や「美

しいふるさとの姿」が失われてしまっている状態です。 

これから、町の姿を取り戻し、総合計画で掲げたまちの将来像を実現しつつ、さらに魅

力あるまちへと発展していくことで、将来の世代にとっても住み続けたいまちへと復興す

るという想いをこめ、次のように復興将来像を掲げます。 

 

 

「住み続けたいまち、次世代に継承したいまち」 

  

 

復興計画においては、上記の復興将来像の実現を、総合計画で掲げている８つの重点施

策に基づいて検討し、「くらし復興」「復興まちづくり」「産業復興」の３つの観点から整理

していくものとします。 

「くらし復興」については、生活環境の整備や保健・医療・福祉の充実、教育・文化の

向上といった、住民の生活に直結する内容を中心に考えていきます。 

「復興まちづくり」については、幹線道路ネットワークの整備や安全・安心な住宅エリ

アの整備、防災機能としての公園の整備など、まちづくりの基盤に関する内容を中心に考

えていくこととします。 

「産業復興」については、農業・工業・商業の復興や観光の振興、就労・創業など、ま

ちの産業や仕事に関する内容を中心に考えていきます。 

また、「復興に向けた取組を支える基盤」として、協働のまちづくりや積極的な情報の

発信、行財政基盤の確保に関する取組もあわせて考えていくものとします。 
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 「復興まちづくり」は、くらしや産業の復興の基盤となるものです。復興計画では、次

のとおり、本町の将来のまちづくりの方向性を整理します。 

 

○ まちづくりの方向性（都市構造図） 

町が地震の被害から復興し、さらに発展を遂げていくために、熊本都市圏東部に位置す

る交通の要衝という地域特性を活かした新たなまちづくりを進めていきます。  

市街地においては、主要幹線道路の機能を強化しつつ、既存の土地利用に配慮した拠点

の整備を図っていきます。 

また、集落部では、自然と調和した生活やコミュニティの維持を図りながら、生活利便

性も向上するよう、コミュニティ拠点の整備を進めていきます。 

 

○ 土地利用の方向性（土地利用構想図） 

（１）市街地 

市街地においては、県道熊本高森線を本町の中心軸として位置づけます。また、都市・

住宅基盤の再生・再構築や新たな整備による質の高いまちの拠点づくりを進めながら、以

下のような土地利用を進めていきます。 

・県道熊本高森線の沿道については、商業・医療・サービス等のエリアとします。 

・県道熊本高森線より南側の地域については、狭あい道路や内水氾濫の解消等を図りなが

ら、安全で潤いある住宅エリアとします。 

・県道熊本高森線より北側の地域については、住民との協働により狭あい道路の解消等を

図りながら、現地再建を進めていくエリアとします。 

 

また、市街地より北側においても復興に寄与する住宅や商業、サービス、防災・公共機

能等を配置する土地利用を進めていきます。 

 

（２）集落部 

 集落部においては、各地域の公民館分館や郵便局等が位置するエリアを中心としてコミ

ュニティ拠点の整備を進めていきます。また、市街地と集落部の各拠点の連携を強化する

ため、これらを結ぶ道路についても整備を進めていきます。 

集落内の狭あい道路の解消等も進めながら、特に今回の地震によって斜面等の危険性が

増大した地区では、住民意向に応じた居住地の移転等も行っていきます。 
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益城中央小学校益城中央小学校

木山中学校木山中学校

安永仮設

木山仮設

木山上辻仮設

惣領仮設

永仮設安永安永仮設
山上辻仮設木山上辻仮設木山 辻仮設木 設木山上辻仮設

学学学校校

県道
熊本
益城
大津
線（
第二
空港
線）

九
州
自
動
車
道

益城熊本空港ＩＣ

稚稚稚稚稚稚稚稚稚稚園園園

山仮設木木木木山山仮仮山 設木木山山仮山山木 仮仮設設設木木 設木木山木山仮木山仮山仮木山 設設
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益益益城城城城城城

ドド

益益益

（（旧旧山山山本本山山））
ドド

町保健福祉センセンンタター益城町益城町保健福祉センセンンタター

第第二二二 県道
熊本
高森
線

町道グ
ランメ

ッセ木
山線

県
道
益
城
菊
陽
線

県
道
益
城
菊
陽
線

国
道
４
４
３
号

東西・南北の幹線道
路を整備する。

復興に寄与する住宅や
商業・サービス・防災・
公共機能を配置する。

安全で潤いのある低層
住宅地への再生を図る。

自然景観に配慮した散策空間の
整備を図る。

賑わいのある沿道商業・サービス
ゾーン等の形成を図る。

■文化・レクリエーションの拠点

■地域拠点
都市拠点を補完し、多様なサービスの
提供により、生活利便性の向上を図る。

豊かなみどりを保全・創出するとともに、
文化・交流促進やスポーツ・レクリエー
ションの推進など、一体的に健康づくり
や生きがいづくりの場の形成を図る。

復興に寄与する住宅
や商業・サービス機
能を配置する。

県道を拡幅し、歩行者や自転車
の通行空間の整備を図る。

◆県道益城菊陽線の拡幅

被災の記憶を後世に伝え、防災教育の
拠点となる震災記念公園を整備する。

寺迫交差点より南の未整備区間を改
良し、安全・安心な通行機能を確保
する。

◆国道４４３号線の改良

県道を拡幅し、都市連携軸として相応し
い交通機能や空間機能の整備を図る。

◆県道熊本高森線の拡幅

行政・商業・サービス・
交通結節等、高次の
都市機能誘導を図る。

■都市拠点

復興に寄与する住宅や商業・
サービス機能を配置する。

狭あい道路等の改善
を図る。

■新都市拠点

第二空港線を通過する観光
客等を町内外に誘導するエ
リア。益城町のみならず、
熊本県の回遊性を高める。

■誘導エリア

内水氾濫への対策を実施し、安全・
安心な住宅エリアの整備を図る。

市街化区域

行政施設

凡　　例

学校

文化・スポーツ施設

集会所等

保育所・幼稚園

福祉施設

公園

その他公共施設

応急仮設住宅 住宅エリア（県道北側）
住宅エリア（県道南側）

主要幹線道路
凡　　例

都市幹線道路
まちの拠点補助幹線道路

新住宅エリア（市街地北側）
都市機能集積エリア 新住宅エリア（益城

台地土地区画整理
事業）

市街地の土地利用構想図

山山山城城城趾城城趾趾山山稿稿稿稿稿稿稿稿稿稿稿稿稿稿稿稿稿稿稿稿稿稿稿稿稿稿稿稿稿稿稿稿稿稿稿稿稿稿稿稿稿稿稿稿稿稿稿稿稿稿稿稿稿稿稿稿稿稿稿稿稿稿稿稿稿稿稿稿未未未未
惣領惣領

未未
設領仮仮設設仮設仮設仮仮仮設領仮設

益益益益
公公

広広
小小

町役場役場町役場益益益城熊本空港港未定稿未定稿未定未 稿定稿定定定未未 稿稿定稿定定稿未 稿稿稿稿稿稿稿稿稿稿稿稿稿稿稿稿稿稿稿稿稿稿稿稿稿稿稿未未未未未未未未未未未未未未未未未未未未未未未未未未未未未未未未未未未未未未未未未未未未未未未未未未未未未未未未未未未未未未未未未未未未未未未未未未未未未 稿稿稿稿稿稿稿定稿稿稿未未未 稿稿稿稿定定定定定定定定定定定定定定定定定定定定定定定定稿稿未未定定稿稿稿稿益益益益益
公公公公公公

益城町益城町 場場益城町 場場益城町役場稿稿稿稿稿稿稿稿稿稿稿稿稿稿稿稿稿稿稿稿稿稿稿稿稿稿稿稿稿稿稿稿稿稿稿稿稿稿稿稿稿稿稿園園稿稿稿稿稿稿稿稿稿未未未未港港港ＩＣ港ＩＣ未未未未未未未未未未未未未未未未未未未未未未未未未未未未未未未未未未未未未未未未未未定定定定定定定定定定定定定定 木木木木木木木木稿稿稿稿稿稿稿稿稿稿稿稿稿稿稿稿稿稿稿稿稿稿稿稿稿稿稿稿稿稿稿稿稿稿稿稿稿稿稿稿稿稿稿稿稿稿稿稿稿稿稿稿稿稿稿稿稿稿稿稿稿稿稿稿稿稿稿稿稿稿稿稿稿稿稿稿稿稿
◆国

稿稿稿稿稿稿稿定定定定定定定定定定
東
路を整備する。

稿稿稿稿稿
行政・商
交通結節

市

益益
公公

町役場場町役場益益Ｃ空港港 小小

木木山山

◆国

東
路を整備する。

行政・商
交通結節

市



飯野分館飯野分館

砥川郵便局砥川郵便局
飯野小学校飯野小学校

櫛島仮設櫛島仮設
小池島田仮設小池島田仮設東無田仮設東無田仮設

飯野小仮設飯野小仮設

赤井仮設赤井仮設島田地区島田地区

小池地区

砥川地区砥川地区

赤井地区赤井地区

福原地区

杉堂地区
小谷地区寺中地区

福田地域福田地域福田地域福田地域

津森地域津森地域

飯野地域飯野地域飯野地域飯野地域

木山川木山川

木山川

県道小池竜田線

国道４４３号国道４４３号

県道益城菊陽線県道益城菊陽線

津森郵便局

平田教育集会所

木山中学校

潮井公園

趾

飯野町民飯野町民
グラウンドグラウンド

四賢婦人記念館

新産業拠点新産業拠点新産業拠点新産業拠点広域観光広域観光
レクリエーションレクリエーション
拠点拠点

広域観光
レクリエーション
拠点

広域観光
レクリエーション
拠点

阿蘇くまもと空港阿蘇くまもと空港阿蘇くまもと空港阿蘇くまもと空港

区域

主要幹線道路
都市幹線道路
補助幹線道路

集落
農地
山間部

公民館分館
小学校・中学校
郵便局
公園、グラウンド
歴史・文化施設
応急仮設住宅

（道　路）

（主な公共公益施設）

凡　　例

 
 

 

 

 

 

 

集落部の土地利用構想図 

 

０ 1km

■集落部の土地利用に関する考え方
・狭あい道路の解消や避難場所としても
  利用できる公園の整備を図る。
・安全性を備えた集落形成を図る。
・農業基盤の保全を図る。
・歴史・文化の維持・保全を図る。
・自然環境の保全・活用を図る。

■コミュニティ拠点
交流・情報交換の場として、
集落におけるコミュニティ形成
および集落間の連携を図る。

都市拠点都市拠点

小
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未定稿未定稿定稿定稿定稿定稿稿稿稿稿稿稿定定定稿稿未定定定稿稿稿定定未未定定定定稿定定稿稿稿未定定定定定稿定定稿稿稿稿稿稿稿稿定定定定未定定定未 稿定未未未未定定未定定定稿稿定稿定稿稿稿稿定稿稿稿定稿未定定定未定定未未 稿稿稿稿稿定定未定定稿未未定稿未未未未未定未定稿稿定定稿定定稿定定
区区区福原地区区福原地区福福福福福福福福原福福 区区区地地原地福 区区区区福福福原地福原福原地福

定
小谷地区区地区小谷地区

稿
中地区中地中中地寺中寺中中中中寺中地区中中中寺 地寺中寺

定稿域域域地域地津津津森地域津森地域地地津森地域津森地域津 地域地域地域地域域津森地域津津津森地地域津森地域津森地域域 木山川木山川稿便局便便局局津 便局便局津 便局津稿集会平田教育集平田教育集会定木山中学校定
趾

館婦人人記念館婦人記人人賢婦四賢賢 館賢賢賢婦人人人記記記念四 念念館賢賢 記念館四賢賢 記 館四賢四 館記賢婦 念館記 館館念記 館館稿未未未未未未未未未未未未未未定定未定未未未未定未未未未未未未未未 稿稿定定定未未未未未未未未未定未未未未未未未点点点点点市拠拠拠点点点拠点市拠市 点点市拠都市 稿稿稿稿稿稿稿稿稿稿稿森森森森森森森森森森津森津森津森津森津森津森津森津森森森森森津森津森津森稿稿稿稿稿稿稿稿稿稿稿稿稿稿稿稿稿稿稿
区区小小小谷地区小谷地区小谷小谷小谷谷谷谷谷谷小谷地区小谷地区小小小小谷地小谷地小谷谷

稿便便森郵便森郵便郵便郵便森郵郵郵郵郵森津森津森津森津森津森郵便津森郵便便便郵郵郵郵森森森森森津津津津 郵郵郵津森郵便津森郵便便便森 便便津森郵津森郵津 便便便便郵郵森森森森森郵郵津津森郵津森郵津津森郵便津森郵便稿稿稿稿稿稿稿稿稿稿稿稿稿
凡　　

未未未未未未未未未未未未未未未未未未未未未未未未未未未未未未未未未市市都市都市都都都都市都市都市都都都都都市都市市都都都都都市定定定定定定定定定定定定定定定定定定定定定定定定定定定定定定定定
地区地区地地中地中地地地区区中中地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地区区地地

定所所所会所会所所会会会所所所会会会所所所会会会所会所会所所会所会所定木木定定定定稿稿稿稿木山川木山川稿稿稿稿稿稿稿稿稿稿稿稿稿稿稿稿稿稿杉杉杉杉杉杉杉杉稿稿稿稿稿稿稿稿稿稿稿稿区堂堂地区堂杉堂 区地堂堂堂地区杉 地堂堂堂堂堂地杉堂堂稿園園井公園井公潮井潮井潮井井 園園潮潮 公公潮潮潮潮潮井公園園園潮井公園潮潮井公園井潮井公公公公潮井公園潮潮潮井潮稿定定定定定定定定稿森津津森森森津森

小谷地区小小谷地区小 地区

便津津津津 便便津津津森郵便津津森郵便

凡　　

都市都市都都市

地区地中地地中 区中地地地地中

会会会会

木 木山川

杉杉杉



11 

 ４章 復興に向けた取組 

 復興計画では、３章で整理した復興将来像の実現に向けて、「くらし復興」「復興まちづ

くり」「産業復興」及び「復興に向けた取組を支える基盤」の各分野で進めていくべき取組

を、優先度も含めて整理していきます。 

 今回の復興計画骨子では、各分野の現状を踏まえ、それぞれに達成すべき目標を設定し、

達成するための取組の方向性と現在検討中の主な取組について整理しました。 

 復興事業の実施にあたっては、全体の調整を図りつつ、できることから速やかに事業に

着手できるよう努めていきます。 

 

１ くらし復興 

今回の震災により、住民のくらしには大きな変化が生じました。被災者が安心して快適

に、元気に暮らせるよう、住環境の整備や保健・医療・福祉の充実、教育・文化施設の復

旧等、１日も早い生活再建の支援を進めます。 

 

○ 生活環境の整備 

今回の甚大な被害により、多くの住民の方々の「住まい」や「仕事」といった生活基盤

が失われました。住み慣れた場所を離れざるを得ず、不便な生活を強いられている方も多

くおられます。 

このような状況を踏まえ、生活環境の整備を最重要課題として、１日も早く被災者の生

活再建を果たすために、恒久的な住まいの確保、自然災害に強いまちづくり、安全・安心・

便利な交通環境の実現を進めます。 
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○ 保健・医療・福祉の充実 

たび重なる地震や生活環境の変化により、多くの住民の心身の健康に影響を及ぼしまし

た。 

被災者のいきいきとした健やかな生活を取り戻すため、それぞれに置かれた状況・事情

が違うことに配慮し、一人ひとりに寄り添ったきめ細かい支援に取り組みます。 

特に高齢者、障がい者等に対しては、見守りや生活支援、地域交流等を総合的に支援す

る体制を構築し、自立再建への道筋が立てられるよう支援していきます。 

また、地域、団体、住民の全てが一体となって、子育てにやさしいまちづくりを総合的

に進めます。 
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○ 教育・文化の向上 

今回の地震により、学校教育施設や社会教育施設も大きな被害を受けました。子どもた

ちが安全・安心に学ぶことができる環境を取り戻すための取組を進め、本町の子どもたち

が町に誇りや愛着を持ち、町の将来を担う人材になることを目指します。 

また、地域コミュニティ活動の拠点である自治公民館や、地域住民の心のよりどころで

ある文化財等も被災したことから、これらの施設の復旧支援を進めます。 

地震の凄まじさと脅威を忘れず、地震に備える大切さを後世へも伝承していくため、震

災遺構の保全や防災教育の充実を図っていきます。 
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２ 復興まちづくり 

今回の地震によって、防災の拠点である役場庁舎をはじめ、多くの公共施設や、道路、

上下水道等のインフラに甚大な被害が生じました。これまでのまちづくりを省みて大規模

災害に強いまちの実現に向け、災害時にも機能を発揮する幹線道路ネットワーク、安全・

安心な住宅エリア、日常生活や産業振興に資する拠点、大規模な公園等の整備を進めてい

きます。 

 

○ 新たな都市基盤の整備 
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３ 産業復興 

今回の地震により、農業、商業、工業等の産業基盤も大きな被害を受け、事業活動や雇

用に影響が生じています。雇用を維持し、産業が活力を取り戻すために、産業基盤の早期

復旧や事業所再開等の取組を進めます。 

また、産業に関する計画や交通計画等との整合を図りながら、地域特性を生かした産業

拠点のまちづくりを進めます。 

 

○ 産業の振興 
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４ 復興に向けた取組を支える基盤 

復興に向けた取組を力強く進めていくためには、取組を支える基盤が重要となります。

住民、町、関係機関等との連携を強化していくことにより、各分野の取組を推し進め、復

興を着実に実現します。 

 

○ 協働のまちづくりの推進 

住民や町内外の様々な関係機関が互いに連携し、新たな公共サービスの形を構築するこ

とで、よりよいまちづくりを進めます。 
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○ 積極的な情報の発信 

住民一人ひとりの声に対して丁寧に耳を傾けながら、町の考えや復興に向けた取組の進

捗状況等を積極的に発信していきます。 

また、本町における復興のプロセスを全国に発信し続けることで、震災の記憶を風化さ

せないよう努めます。 
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○ 行財政基盤の確保 

本町の復興を実現するために必要な様々な支援について国・県に強く働きかけるととも

に、町の取組を検証し、町自身の行政力を高めていきます。 
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